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Ⅰ 組織の概要

１. 事業者名及び代表者名

常陸環境開発株式会社

代表取締役社長 島田 智和

２. 法人設立年月日

昭和 56 年 10 月 21 日

３. 資本金

昭和 56 年 10 月 設立 300 万円

平成 7年 11 月 増資 1,000 万円

４. 所在地

〒311-0103

茨城県 那珂市横堀 1721-6

５. 環境管理責任者

EA-21 責任者 ： 馬場 若菜

６. 連絡先

TEL ： 029-219-5459

FAX ： 029-219-5469

７. 対象範囲

全組織・全活動・全従業員を対象とする

８. 事業活動の内容

当社は、かけがえのない地球環境を守るために、自社の事業活動のあらゆる分野で、環境に配慮した

行動を積極的に推進しております。

・産業廃棄物収集・運搬（積替え保管なし）

許可取得都道府県・・・・茨城県・神奈川県・福島県・埼玉県・群馬県

廃棄物種類・・・・・・・・・・燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック類，紙くず，木くず，

繊維くず，金属くず，ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず，がれき類

・特別管理産業廃棄物収集・運搬（積替え保管なし）

許可取得都道府県・･･･茨城県・神奈川県・いわき市・埼玉県・群馬県

廃棄物種類・・・・・・・・・・汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，鉱さい，ばいじん，廃石綿等

処分受託 収集運搬 中間処分場

最終処分場
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・浄化槽点検 茨城県浄化槽保守点検業者の登録

・消火設備点検

・作業環境測定

９. 適用事業範囲

適用事業場の所在地と主要業務内容は以下の通り

本社 ： 茨城県 那珂市横堀 1721-6

社内全般の管理業務及び営業活動・産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬・リサイ

クル業、浄化槽点検、消防設備点検、作業環境測定

１０. 事業規模

項目 単位 2020 年 2021 年 2022 年

収集運搬量 ｔ 497.4 1705.59 1598.86

売上高 百万円 85 140 150

従業員数 人 4 4 4

事務所床面積 ㎡ 67 67 67

資材（駐車場）敷地面積 ㎡ 825 825 825

１１. 施設の状況

収集運搬車両

ガソリン車 キャブオーバ 1.5ｔ 1 台

軽油車 コンテナ 3.85ｔ 1 台

コンテナ 7ｔ 1 台

ユニック 6ｔ 1 台

ユニック 2.0ｔ 1 台

１２. 許可証の状況

①産業廃棄物収集運搬業許可

許可番号 産業廃棄物の種類 許可年月日 有効期限

茨城県 00801025117 燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチッ

ク類，紙くず，木くず，繊維くず，金属くず，ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず，がれき類

R3.11.11 R8..8.31

神奈川県 01405025117 燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチッ

ク類，紙くず，木くず，繊維くず，金属くず，ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず，鉱さい，がれき類，

ばいじん

Ｒ1.11.12 Ｒ6.10.31

福島県 00707025117 燃え殻，汚泥，廃プラスチック類，木くず，金属くず，ガ

ラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず，がれき類

R2.8. 27 R7.7.31

埼玉県 01100025117 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類

R4.10.18 R9.10.17

群馬県 01000025117 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類

R5.2.19 R10.2.18
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②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

許可番号 産業廃棄物の種類 許可年月日 有効期限

茨城県 00851025117 汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃 PCB等，PCB汚

染物，PCB 処理物，廃水銀等，鉱さい，ばいじん，

廃石綿等

Ｒ2.5.25 Ｒ7.3.1

神奈川県 01455025117 燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，鉱さい，ば

いじん，廃ポリ塩化ビフェニル等，ポリ塩化ビフェニ

ル汚染物，ポリ塩化ビフェニル処理物，廃水銀等，

廃石綿等

Ｒ1.11.12 Ｒ6.10.31

埼玉県 01150025117 廃油，廃酸，廃アルカリ，廃ポリ塩化ビフェニル等，

ポリ塩化ビフェニル汚染物，廃水銀等，鉱さい，廃

石綿等，ばいじん，燃え殻，廃油、汚泥，廃酸，廃

アルカリ

R4.12.7 R9.12.6

群馬県 01000025117 廃油・揮発油等，廃酸・腐食性，廃アルカリ・腐食

性，特）廃 PCB 等，特）PCB 汚染物，特）廃水銀

等，特）廃石綿等，特）燃え殻，特）汚泥，特）廃油，

特）廃酸，特）廃アルカリ，特）鉱さい，特）ばいじん

R5.2.19 R10.2.18

③茨城県浄化槽保守点検業者の登録

登録番号 登録年月日 有効期限

茨２６号７５６号 H26.11.1 Ｒ6.10.31

浄化槽管理士： 島田 智和 （第 74664 号）

１３. 環境関連技術資格取得状況

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新） 収集・運搬課程

実施者 （財）日本産業廃棄物処理振興センター

修了日 2023 年 3 月 3日 1 名 第 B05220332028 号

１４. 廃棄物収集運搬及び処理料金

料金につきましては種類、量により計算いたしますので、TEL029-219-5459（担当：島田まで）お手数で

すがご連絡ください。無料にて見積いたします。

１５.レポートの対象期間及び発行日

対象期間（２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで）

発行日（２０２３年４月１日）
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Ⅱ 実施体制
作成日：2023 年 4 月 1日

作成者:馬場若菜

対象範囲：全組織・全活動

収集運搬部門

浄化槽点検

消火設備点検

作業環境測定

小田倉 正明

田中 慎太郎

エコアクション 21 委員会

小田倉 正明

馬場 若菜

事務部門

馬場 若菜

＜環境管理組織における機能＞

経営責任者

①環境方針の策定

②経営資源の準備

③全体の評価と見直し

④環境レポートの承認

⑤環境目標及び環境活動計画の承認

⑥任命

環境管理責任者

①エコアクション 21 システムの確立、実施推進、維持管理

②環境への負荷及び取組への自己チェックの実施

③環境目標及び環境活動計画の策定

④環境レポートの作成

⑤エコアクション 21 に関する実施把握と計画

⑥エコアクション 21 環境経営マニュアルの作成

⑦環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況確認

⑧教育・訓練計画の策定と実施

エコアクション 21 委員会

①環境目標及び環境活動計画の結果確認

②問題点の是正処理

収集運搬部門・浄化槽点検・消火設備点検・作業環境測定

①環境活動計画の実施

（エコドライブの実施・排出事業者への廃棄物の分別啓蒙）

②環境関連法規の遵守

事務部門

環境活動計画の実施（節電・節水・グリーン購入の促進・自社ゴミの分別・紙類再利用の徹底・契約書及び許可証の管理）

環境管理責任者

馬場 若菜

経営責任者

代表取締役

島田 智和
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Ⅲ 環境方針

環境方針

常陸環境開発株式会社は、かけがえのない地球環境を守るた

めに、当社の事業活動のあらゆる分野で、環境に配慮した行動に

努め、広く地域・社会に貢献します

１．当社は廃棄物収集運搬、浄化槽点検、消火設備点検、作業環境測定の事

業活動を通じて、環境経営マネジメントシステムを構築し、環境目標・環境活

動計画を定め継続的な改善に努めます

①収集運搬車輌の燃料削減

②排出事業者への廃棄物分別啓蒙による、リサイクル化

③事業活動における廃棄物、電力、水使用量の削減

④外注先への環境保全の働きかけ

２．関連する環境の法規制等を遵守するとともに、行政機関・団体・地域等の要

請に協力します

３．環境保全に関する啓蒙・啓発と、地域での社会貢献活動に努めます

４. グリーン商品の優先的購入

この環境方針は当社全従業員に周知徹底するとともに、一般に開示します

制定日 200７年 3 月 1 日

改訂日 2012年５月23日

常陸環境開発株式会社

代表取締役社長 島田 智和
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Ⅳ 環境経営目標

環境目標（2022 度～2024 度）

項目

単位
基準年度 目標値

2018 年度
2022 年度

（削減率）

2023 度

（削減率）

2024 度

（削減率）

１． 電力使用量

（本社事務所）

（CO2 の削減）

KWｈ 7,189
5,370

（-25.3）

5,250

（-27.0）

5,160

（-28.2）

２．収集運搬車

両

燃料使用量

（CO2の削

減）

ガソ

リン
L 2,247

2,240

（-0.31）

2,220

（-1.2）

2,208

（-1.7）

軽油 L 8,685
8,100

（-6.7）

8,094

（-6.8）

8,088

（-6.9）

総 CO2排出量 Kg-CO2 30,891
28,538

（-7.6）

28,421

（-7.9）

28,336

（-8.2）

３．排出事業者への

廃棄物分別啓蒙 ％
27

40

（+48.1）

40

（+48.1）

40

（+48.1）

４．水資源使用量（年間） ㎥ 32
25

（-28）

25

（-28）

25

（-28）

５．グリーン購入の促進 ％ 90
90

（+0）

90

（+0）

90

（+0）

６．廃棄物の削減 ｋｇ 24
18

（-33.3）

18

（-33.3）

18

（-33.3）

７．外注先への環境保全

の働きかけ
％ 39

52

（+33.3）

52

（+33.3）

52

（+33.3）

＜備考＞

「電力使用量」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2018 年度）の調整後排出係数

「0.455 kg-CO2/ｋWh」を使用した。

・化学物質の使用はなし

「グリーン購入の促進」の％はグリーン購入費用÷購入費用

「排出事業者への廃棄物分別啓蒙」の％は中間処理場への運搬量÷総運搬量
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Ⅴ 環境経営目標の実績とその評価

次年度の環境経営目標

運用期間（2022 年 4 月～2023 年 3 月）の実績

項目

単位

基 準 期

間 運用期間

2018 年 4

月～

2019 年 3

月

2022 年 4月～2023 年 3 月

2023 年度

2023 年 4月～

2024 年 3月

基準値 目標値

（削減率）

実績値

（削減率）
達成率

次年度の

目標値

（削減率）

１．電力使用量

（本社事務所）

（CO2 の削減）

KWｈ 7,189
5,370

（-25.3）

5,109

（-28.9）
105％

5,250

（-27.0）

２．集運搬

車両

燃料使

用量

（CO2の

削減）

ガソリ

ン
L 2,247

2240

（-0.31）

1,751

（-22）
128％

2,220

（-1.2）

軽油 L 8,685
8,100

（-6.7）

7,187

（-17.2）
113％

8,094

（-6.8）

総 CO2排出量 kg-CO2 30,891
28,538

（-7.6）

24,932

（-19.2）
114％

28,421

（-7.9）

３．排出事業者への

廃棄物分別啓蒙 ％
27 40

（+48.1）

57

（+111）
142％

40

（+48.1）

４．水資源使用量

（年間）
㎥ 32

25

（-28）

28

（-14.2）
89％

25

（-28）

５．グリーン購入の

促進
％ 90 90

（+0）

100

（+11.1）
111％

90

（+0）

６．廃棄物の削減 ｋｇ 24
18

（-33.3）

15

（-60）
120％

18

（-33.3）

７．外注先への環境

保全の働きかけ
％ 39

52

（+33.3）

54

（+38.4）
103％

52

（+33.3）

＜算出方法＞

１．２．４．６ →達成率 目標値÷実績値×100

３．５．７ →達成率 実績値÷目標値×100
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＜評価＞

電力 こまめな節電を心がけた。今後も引き続き温度設定に気を使い電気の消し忘れに気を付ける。

ガソリン 大型車に複数分積載し運搬することが多かった為 1.5ｔ車（ガソリン）の使用量を削減できた。

軽油 エコドライブの実施を徹底した。複数分積載し運搬することで使用量を削減できた。

分別啓蒙 排出事業者へ分別徹底を促進した。

水 節水の意識向上を心掛けたい。

グリーン エコマーク商品の購入を心がけた。

廃棄物 主に紙類の廃棄物削減を徹底。両面印刷や再利用することを心がけた。今後はさらに

電子データへの切り替えしを行いペーパーレス化を図る。

環境保全 環境関連法規制や作業時事故防止及び事故発生時における対応マニュアルを社内外の人

員に周知し、環境保全への意識の向上をはかった。
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Ⅵ 環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価

次年度の環境経営計画
（取組期間：2022 年 4 月～2023 年 3 月）

目的 項目 環境活動（取組）計画
評価 次年度

取組内容評価 内容

二酸化炭素

の削減

照明
①未使用設備の電気消灯 ○ 実施された 継続

②節電シール等表示 ○ 実施された 継続

空調
①空調設備の日常点検・清掃 ○ 実施された 継続

②温度設定冷房 28℃、暖房 20℃ ○ 実施された 継続

収集運搬車両

①アイドリングストップの徹底 ○ 実施された 継続

②タイヤの空気圧のチェック ○ 実施された 継続

③「エコドライブのすすめ」の徹底 ○ 実施された 継続

④燃費向上、事故防止のための走行

前車両点検
○ 実施された 継続

⑤燃費使用量及び燃費のチェック ○ 実施された 継続

排出事業者への

廃棄物分別啓蒙

①ユーザーへの分別徹底促進 ○ 実施された 継続

②リサイクル処分への働きかけ ○ 実施された 継続

節水 上水

①節水シール等表示 ○ 実施された 継続

②まとめ洗いの徹底 ○ 実施された 継続

③漏水チェックの実施 ○ 実施された 継続

グリーン購入 事務用品
①グリーン商品の優先的購入 ○ 実施された 継続

②繰り返し使える商品の購入 ○ 実施された 継続

廃棄物削減 事務所排出物

①分別とリサイクル ○ 実施された 継続

②紙・封筒の再利用 ○ 実施された 継続

③コピー用紙両面印刷の徹底 ○ 実施された 継続

外注先への環境保全の働きかけ

①作業時の事故防止及び事故発生時

対応マニュアルの作成、

外注先との共有、徹底

○ 実施された 継続

②環境法規制等の情報を

外注先と共有、周知
○ 実施された 継続

③環境マネジメント規格の認証取得者

との積極的な契約
○ 実施された 継続

④環境保全に関する情報交換の実施 ○ 実施された 継続

＜備考＞

1.取組期間の評価は 2022 年 4 月～2023 年 3 月の実績評価である。

2.評価判定 ○(良くできた)・△（まあまあできた）・×(できなかった)・－(実施が見送られた)
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Ⅶ. 環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟の有無

1. 環境関連法規の遵守状況

当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。 評価日：令和 5年 4月 1日

評価者：馬場 若菜

主な適用法規
遵守事項

当社の対応
遵守

評価

廃棄物処理法

産業廃棄物及び特別管理産

業廃棄物許可
収集運搬許可を一覧表にして期限を管理・更新 ○

排出事業者との産業廃棄物

委託契約の締結
収集・運搬委託契約及び産業廃棄物処分委託契約書を契約書作成表にて確認 ○

管理票（マニフェスト）交付
排出事業者へ報告、マニフェストの交付・提出状況を管理票で確認 〇

管理票（マニフェスト）の保管
B1票・ C2 票 5年間保管 〇

取引業者の許可確認 処分場の許可証（写し）を確認 〇

管理票（マニフェスト）の交付状

況の報告
産業廃棄物管理票交付状況報告を茨城県知事に提出 ○

運搬車両への表示、書面備え

付け義務
表示状況の確認、マニフェスト、許可証の携帯 ○

処理困難通知 排出事業者に書面で通知 〇

道路交通法

道路運送車両法

道路法

・運行日報に積載重量を記載し意識を促す 〇

・環境訓練により事故発生時の対応手順を把握し手順書を車両に搭載 〇

・毎年定期点検、走行前の脱輪チェックを実施 ○

自動車リサイクル法 新車購入時及び車検時の自動車リサイクル料金の支払と車検証の確認 ○

自動車 Nox.PM法 ・特定自動車（トラック）の使用排気ガスの抑制 ○

家電リサイクル法 家電製品廃棄時の規定遵守 廃棄物として排出する場合は運搬する者等に適切に引渡し料金の支払に応じる ○

グリーン購入法 環境物品の購入 エコマーク商品購入状況確認 〇

浄化槽法 浄化槽保守点検業者登録 浄化槽保守点検業者登録確認 〇

茨城県浄化槽保守点

検業者の登録に関す

る条例

管理資格証明保管 5年ごとに更新される従事者の管理資格証明の写しを保管 〇

浄化槽清掃整備作業 年 1回浄化槽清掃整備作業の実施する ○

点検の記録と保管 点検表を作成、3年間保管 ○

浄化槽保守点検業者講習
浄化槽管理士が 5年に 1回講習会を受講する ○

労働安全衛生法
作業環境測定士（第 1種）登録業者へ測定を依頼

有機溶剤の濃度測定・アスベストの濃度測定・報告
〇

フロン排出抑制法
簡易点検（3 か月に 1回以上）（第 16条） 〇

『違反訴訟の有無』

環境関連法規等の違反・訴訟はありませんでした。また、関係機関や地域からの指摘及び苦情等も過去３年間ありませんでした。
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Ⅷ. 代表者による全体評価と見直し・指示

見直し項目 変更の必要性

1 環境経営方針 有 ・ ○無

2 環境経営目標及び環境経営計画 有 ・ ○無

3 実施体制 有 ・ ○無

昨今の環境問題については、世界的にマスコミや SNS に大きく取り上げられ多くの情報が我々の

耳に入ってくるようになりました。

「廃棄物業」のわが社にとって最後の砦となり最終的な判断のもと、資源化か廃棄物かの大きな

岐路に立たされている生業です。昨年も取引先等に「分別の徹底」を声掛けし多くの企業様より関心

を得られました。

又、原油価格においても高騰する中、社員一丸となり作業効率と気遣いにより目標を達成できた

のではないかと思います。

今後とも切っても切れないこの環境問題に取り組み、後世に自信を持って繋げられるシステムを構

築していきたいと思います。

令和５年４月 1 日

常陸環境開発株式会社

代表取締役 島田 智和


